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第1 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援

令和７年度の主な重点施策第１部

事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業・小規模事業者の生産性向上に
向けた支援

最低賃金制度の適切な運営

　事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資（機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練）
などを行った場合に、その費用の一部を助成します。

(1)熊本県最低賃金：952円（令和６年10月５日発効）

(2)熊本県特定最低賃金（令和６年12月15日発効）
・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報
　通信機械器具製造業：996円
・自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、
　舶用機関製造業：1,019円

　地域の賃金水準や業務改善助成金
などの支援策を紹介しています。

　注文業務の効率化を図るため、テーブルオーダーシステムを導入。

成　果
　注文業務の効率化により生産性が向上し、従業員10人の時間給
（事業場内最低賃金）を45円引上げた。また、システム導入にか
かった費用（200万）の3／4の助成（150万）を受けることがで
きた。

　改正された最低賃金が遵守されるよう監督指導を実施
します。併せて支援策の周知・利用促進を図ります。

１ 業務改善助成金による支援

１ 最低賃金（時間額）

２ 引上げ検討資料の提供 業務改善助成金　活用事例（飲食業）

２ 監督指導による最低賃金の履行確保

広報用品（ポスター）

賃金引上げ特設ページ

広報用品（ミニカレンダー　表・裏） 広報用品（付箋紙）

賃金引上げ 設備投資等
設備投資等に要した
費用の一部を助成
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同一労働同一賃金の遵守の徹底、非正規労働者の処遇改善・正社員転換を行う
企業への支援

求職者支援制度の活用促進

　雇用保険を受給できない方の安定した職業への再就職や転職を促進するため、就職に必要な技能及び知識を習
得するための求職者支援制度の積極的な周知・広報により制度の活用を推進します。

介護職が初めてで不安もあ
りましたが、経験豊富な講
師の授業により理解が深ま
り、介護職として働く意欲
が高まりました。

給付金をもらえたの
で、生活の心配をせ
ずに訓練に集中でき
ました。

簿記の資格を取得でき、就職先
も決まりました。面接や履歴書
の作成指導のおかげで就職活動
に意欲的に取り組めました。

中小・小規模事業主の「働き方改革」について、社労士等の専門家が電話・窓口相談、訪問コンサル
ティング、セミナー開催・講師派遣等のサービスをワンストップで行います。

●労務管理（労働時間管理等）　●同一労働同一賃金　●各種助成金　●人手不足　●生産性向上
●賃金引上げ　●就業規則改定　●ハラスメント防止対策

熊本働き方改革推進支援センター（厚生労働省委託事業）

パートタイム・有期雇用労働法
キャラクター　パゆうちゃん

●労働基準監督署による定期監督等において同一労働同一賃金につい
て確認し、短時間労働者、有期雇用労働者、派遣労働者の待遇等の
状況について企業から情報の提供を受けた後、雇用環境・均等室又
は需給調整事業室において事業所訪問等を行い、不合理な待遇差の
解消に向けた指導を行います。
　　　　　　　　　
●熊本働き方改革推進支援センターが「同一労働同一賃金」対策につ
いて、無料でコンサルティング等の支援を行います。

● パートタイム・有期雇用労働法等に基づく助言・支援

●非正規雇用労働者の処遇改善や正社員化、「年収の壁」を意識せず働くことのできる環境づくりを後押しします。
　　　　　　　　　
●キャリアアップ助成金の活用勧奨
　「年収の壁」（「106万円の壁」）を意識せず働くことのできる環境づくりを支援するキャリアップ助成金「社
会保険適用時処遇改善コース」や「正社員化コース」をはじめとする各コースの周知、活用勧奨を行います。

● 非正規労働者の処遇改善・正社員転換を行う企業への支援

利用者の声

主な相談内容
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第2 半導体関連産業及び人手不足分野における人材確保の支援

ハローワークにおける求人充足サービスの充実

　求人情報へのアクセスが容易になり、就職活動が多様化する中、ハローワークは求人及びその求人情報の質を高
めた上で、求職者に提供します。
　求人条件緩和や魅力ある求人票の作成のための助言、事業所訪問による求人票以上の情報の収集とSNSや所内
掲示による求職者への情報発信、就職相談会や企業説明会等のイベントを開催します。

　また、半導体関連産業については、「半導体関連求人情報」を月１回発行し、関係機関と連携して広域での周
知・応募勧奨に取り組みます。併せて、「半導体関連企業説明・就職相談会」等を定期的に開催するなど、半導体
関連産業の人材確保を支援します。
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企業の皆様へハローワーク利用を
周知するリーフレット

ハローワーク熊本の公式LINE
による情報発信
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人材確保対策コーナー等における人材確保支援

民間人材サービス事業者の適正な運営の推進

　多くの産業で人材不足が顕在化し、従前より人材不足が深刻であった医療・福祉、建設、警備、運輸等の分野では、
より一層、人材不足が深刻化しています。
　ハローワークでは医療・福祉、建設、警備、運輸分野等における人材確保に重点的に取り組んでおり、ハローワー
ク熊本では人材確保対策コーナーを設置し、関係機関と連携しながら求人者・求職者双方への総合的な人材確保
対策を実施します。

　熊本局内の職業紹介事業所数は320、労働者派
遣事業所数は351と増加傾向にあります。
　民間人材サービス事業者の適正な運営を推進
し、派遣労働者や求職者等が安心して働くことが
できる環境を整備するため、法制度の周知、許
可・届出の的確な審査、指導監督を実施します。
　労働者派遣法の違反を把握し、又はその疑いの
ある派遣元や派遣先事業所の指導監督を実施し、
同一労働同一賃金に加え雇用安定措置に関する事
項等、労働関係法令の適正な運営の確保の徹底を
図ります。

　求人者が医師・看護師などの医療従事者や介護
従事者、保育士などの採用にあたって人材紹介会
社を利用し、紹介手数料などの職業紹介の条件等
についてトラブルとなるケースがあります。
　需給調整事業室に設置した『「医療・介護・保
育」求人者向け特別相談窓口』において、相談窓
口に寄せられた情報を基に、人材紹介会社の職業
紹介サービスに関して法令違反の疑いがある場合
には、職業紹介事業者への指導監督を実施しま
す。

就職相談会の案内
タクシードライバー就職相談会 動画による看護・介護の事業所見学会

職業紹介事業所数の推移

派遣元事業所数の推移

人材紹介会社の利用で
トラブルが発生した際は労働局へ！

熊本労働局

『「医療・介護・保育」求人者向け
特別相談窓口』まで
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第3 リ・スキリングによる能力向上支援及び労働移動の円滑化の推進

学び・学び直しの支援

労働者のキャリア形成やリ・スキリングの取組を促すための相談支援事業等の拡充

　厚生労働大臣指定の教育訓練を修了した場合に費用の一部
を支給する「教育訓練給付制度」の給付率引上げを令和６年
10月に行っています。また、雇用保険被保険者が教育訓練
を受けるため休暇を取得した場合に訓練期間中の生活費を支
援する教育訓練休暇給付金や雇用保険被保険者以外の方への
新たな融資制度が令和７年10月に創設・施行予定されてお
り、労働者個々人の学び・学び直しの支援の促進に取り組み
ます。
　
　併せて、地域職業能力開発促進協議会を活用して、教育訓
練給付制度にかかる地域の訓練ニーズを把握するとともに、
指定講座の拡大により訓練機会を確保します。

専門実践教育訓練給付金の給付率を、70％から80％に引き上げ

ます。技術革新やビジネスモデルの変化に対応したリ・スキリン

グにご活用ください！

■令和６年９月30日以前に受講を開始する方

教育訓練経費の50％（年間上限40万円）を受講開始日から６か

月ごとに支給します。さらに、資格取得・就職※した場合は、追

加で教育訓練経費の20％（年間上限16万円）を支給します。

■令和６年10月１日以降に受講を開始する方

上記の資格取得・就職に加えて、訓練終了後の賃金が受講開始前

の賃金と比較して５％以上上昇した場合は、教育訓練経費の10％

（年間上限８万円）を追加で支給します。

特定一般教育訓練給付金の給付率を、40％から50％に引き

上げます。技術革新やビジネスモデルの変化に対応した

リ・スキリングにご活用ください！

■令和６年９月30日以前に受講を開始する方

教育訓練経費の40％（年間上限20万円）を訓練終了後に支

給します。

■令和６年10月１日以降に受講を開始する方

上記に加えて、資格取得・就職※した場合、教育訓練経費の

10％（年間上限５万円）を追加で支給します。

　県内に「熊本キャリア形成・リスキリング支援センター」を１カ所、各ハローワークに「キャリア形成・リスキ
リング相談コーナー」を設置し、キャリアコンサルタントの常駐・巡回による相談支援を行います。

キャリアコンサルタントによる相談

令和６年10月から

専門実践教育訓練給付金を拡充します
令和６年10月から

特定一般教育練給付金を拡充します
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公的職業訓練のデジタル推進人材の育成支援

地方公共団体等の取組への支援

　デジタル分野にかかる公的職業訓練については、ハローワークにおいて、適切な受講勧奨により受講につなげ
るとともに、訓練開始前から訓練終了後までのきめ細やかな個別・伴走型支援により、デジタル分野における再
就職の実現を図ります。
　また、令和６年度から本格実施した「実践の場」モデル事業は、35歳以上のデジタル職種未経験の方に、職業
訓練等で得た知識やスキルを活用できる実践の場（派遣就業）を提供し、実務経験を積みデジタル職種へ就業す
るための支援を行う事業です。ハローワークでは、35歳以上の未就職の訓練修了生に対して、事業の周知を行い
ます。

　「雇用対策協定」の締結により、国と地方が一層連携して地域の実情に応じた雇用対策を行うとともに、熊本
県及び熊本市においては当該団体が行う業務と国が行う無料職業紹介を一体的に実施しています。
　また、熊本市における障がい者の雇用促進と就労支援強化のため、ハローワーク熊本は令和６年12月に熊本市
と障がい者雇用の推進に関する協定を締結しました。熊本市との緊密な連携により、地域の障がい者支援を推進
します。

阿蘇市との雇用対策協定締結式（令和６年10月） 障がい者雇用の推進に関する熊本市と熊本公共職業安定所との
連携協定締結式（令和６年12月）

厚生労働省　公的職業訓練
キャラクター「ハロトレくん」

雇用対策協定の締結状況

全国（R７.１.20現在）

熊本県 熊本市（H27.３）熊本県（H28.１）阿蘇市（R６.10）八代市（R７.２）　（　）内は締結月

308団体（47都道府県、236市、24町、１村）
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人材開発支援助成金の制度解説（動画）

人材開発支援助成金による人材育成の推進

就職困難者を雇い入れる事業主への支援による労働移動の円滑化

　人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対し、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させ
る訓練やリスキリングを実施した場合、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。１事業所１年
度あたりの助成限度額は、「人への投資促進コース」で2,500万円、「事業展開等リスキリング支援コース」で１
億円です。

　在職者等のリスキリングを支援するため、人材開発支援助成金「人への投資促進コース」及び「事業展開等リ
スキリング支援コース」については、制度解説に関するYouTube動画の掲載や各種説明会等を通じて、制度の周
知を行い、さらなる活用を勧奨します。

　就職困難者（障害者、60歳以上の者、母子家庭の母等）について、「成長分野（デジタル・グリーン）の業務に
従事する労働者として雇い入れる」又は「雇い入れた上で人材育成計画を策定し人材開発支援助成金を活用した
人材育成を行った上で５％以上の賃金引き上げを行う」事業主に対して高額助成を行う特定求職者雇用開発助成
金（成長分野等人材確保・育成コース）の周知に取り組み、就職困難者を対象とした円滑な労働移動や賃上げを
促進します。　

　特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース）は、令和６年10月１日より対象労働
者や助成対象となる教育訓練に関する要件が緩和され利用しやすくなっております。詳しくは、熊本労働
局助成金センター又はお近くのハローワークへお問い合わせください。

計画届（受講予定者数）の申請状況
助成限度額・助成率・賃金助成額

リスキリング支援コースは令和６年11月末の時点で

Ｒ５年度より　１.86倍増加

人への投資
促進コース

事業展開等
リスキリング
支援コース

１事業所１年度
あたりの助成
限度額

経費助成率

2,500万円 １億円

60～75%45～75%

0～960円／Ｈ 0～960円／Ｈ賃金助成額
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2,190
2,291

1,676

1,631
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第4 多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組

高齢者の就労促進

障害者の就労支援

　70歳までの就業機会確保等に向け、ハローワーク
では、65歳を超える定年引上げや継続雇用制度の導
入等に向けた意識啓発・機運醸成を図ります。ま
た、提案型相談・援助が必要な場合には、(独)高
齢・障害・求職者雇用支援機構の70歳雇用推進プラ
ンナー等と連携した支援を実施します。

　ハローワークの専門窓口において、精神障害者、発
達障害者、難病患者などの求職者に対し、多様な就労
支援を推進します。特に、発達障害等により就職活動
に困難な課題を抱える学生等に関しては就職準備から
就職・職場定着までの一貫した支援を実施します。

　法定雇用率が令和６年４月から2.5％、令和８年７
月から2.7％へ引き上げられるとともに、令和７年４
月から除外率が10ポイント引き下げられることか
ら、障害者の早期の計画的雇い入れを促進します。ま
た、障害者雇用の経験やノウハウが不足している企業
等に対し、ハローワークと関係機関が連携して、採用
の準備段階から採用後の職場定着まで一貫した支援を
実施します。

　県内６箇所に設置している「生涯現役支援窓口」に
おいて、担当者制による個別支援等、高齢者の多様な
ニーズを踏まえた総合的な就労支援を実施します。

新規学卒障害者就職面接会

高年齢者就業確保措置の状況（R６.６.1現在）

新規求職申込件数・就職件数の推移

雇用されている障害者数・実雇用率の推移

１ 70歳までの就業機会確保等に向けた支援

１ ハローワークによる障害者への
　 就労等の支援

２ 中小企業等をはじめとした障害者の
　 雇入れ等の支援

２ 生涯現役支援窓口等におけるマッチング支援

１　多様な人材の活躍促進

0
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（％）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

　　　 （企業規模の対象は21人以上）

R３ R４ R５ R６

23.8％
26.9％

28.6％
31.0％

30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

2.65
2.60
2.55
2.50
2.45
2.40
2.35
2.30
2.25
2.20
2.15
2.10
2.05
2.00
1.95
1.90
1.85
1.80

2,142

2,791.5 2,785.0 2,806.5 2,746.5 2,741.5 2,802.0

1,113.5 1,115.0
1,128.5 1,203.5 1,293.5

1,386.0

578.5 634.5
719.5

806.5
972.0

1,073.5

2.32
2.35

2.41

2.47

2.52

2.59

3,717
4,040 3,833

4,377 4,333
4,750

2,094
1,837

2,122 2,143 2,199

新規求職
申込件数

就職件数

身体障害者

知的障害者

精神障害者

実雇用率
8



外国人に対する就労支援

就職氷河期世代を含む中高年層へ向けた就労支援

　ハローワーク熊本に就職氷河期世代を含む中高年層の不安定就労者向け専門窓口を設置し、キャリアコンサル
ティング、生活設計面の相談、職業訓練のアドバイス、求職者の適性・能力等を踏まえた求人開拓、就職後の定
着支援等、就職から職場定着まで一貫した支援を、専門担当者によるチーム制で計画的かつ総合的に実施しま
す。

ミドル世代向け合同企業説明会

「外国人雇用管理WEBセミナー」配信風景

専門窓口を紹介するyoutube動画

　定住外国人等に対しては、求人開拓等、安定的な
就労確保に向けた支援を実施します。
　留学生に対しては、熊本ヤングハローワークに設
置している留学生コーナーを中心に大学等と連携し
て国内就職促進に向けた支援を実施します。

　事業所訪問指導等により、外国人労働者の適正な
雇用管理に関する助言・援助等を実施します。ま
た、情報発信・知識習得を目的とした外国人雇用管
理セミナーを開催します。

外国人労働者数（人）（「外国人雇用状況」による）

国籍別外国人労働者の割合（（R６.10月現在）

１ 外国人求職者に対する相談支援の実施

２ 外国人雇用事業主に対する支援の実施
R２.10 R３.10 R４.10 R５.10 R６.10

12,928

ベトナム
29.2％

中国
（香港、マカオを含む）

9.1％
ネパール

5.7％

ブラジル
0.2％

ミャンマー
8.3％

韓国 1.3％

タイ 1.8％
スリランカ 0.8％

ペルー 0.0％

G７等 1.9％

台湾 4.8％ その他 8.8％

フィリピン
14.8％

インドネシア
13.5％

13,013
14,522

18,226

21,437
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模擬グループディスカッション・模擬集団面接 熊本ヤングハローワークでの相談

若年求職者向け企業説明会

熊本ヤングハローワーク
周知・広報チラシ「やんくま」

新規学卒者等への支援

正社員を希望する若者への就職支援

　新規学卒者等に対しては、新卒応援ハローワーク（熊本ヤングハローワーク）をはじめとする各ハローワーク
に配置する就職支援ナビゲーターの担当者制等によるきめ細やかな個別支援を実施します。
　また、大学等と連携し、就職活動に支援を必要とする学生等にニーズや課題に応じた支援を行います。

若年無業者等への就労支援

　就職活動に困難な課題を抱える若年無業者等に対して、熊本ヤング
ハローワークをはじめ各ハローワークでは、地域若者サポートステー
ションと連携して支援対象者を早期に把握し、心理的サポートや就職
後の職場定着も含めた総合的な支援を実施します。

　35歳未満で安定した就労経験の少ない若年者の正社員就職を支援するため、ハローワークでは、就職活動の進
め方、自分に合った求人の選択、求人への応募、就職後の職場定着まで、専任の担当者による支援を実施しま
す。

■わかもの支援コーナー・わかもの相談窓口
　熊本市中央区の熊本県地域共同就職支援センター内に
『わかもの支援コーナー』、県内ハローワーク（八代
所・菊池所・玉名所）に『わかもの支援窓口』を設置
し、就職支援を実施します。

　（支援メニュー）
　・担当者制による継続した職業相談
　・応募書類の作成支援や面接対策
　・就職後の職場定着支援　　　　　　　　　など

■企業説明会の開催
　若年求職者の職種選択の幅を広げ、求人企業とのマッ
チングを図るため、労働局、各ハローワーク主催による
企業説明会を開催します。
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仕事と育児・介護の両立支援

出生後休業支援給付金及び育児時短就業給付金の活用

●「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」や「男性の育児休業取得率の公表義務」をはじめとする改正
育児・介護休業法に基づく両立支援制度について、労働者が円滑に利用できるよう周知徹底を図ります。

●労働者の権利侵害や不利益取扱いが疑われる事案には、事業主から必要な報告を求め、法違反があった場合に
は是正指導を行います。また、個別の紛争については、紛争解決援助や調停制度により、解決を図ります。

●介護離職を予防するための仕事と介護の両立支援制度の周知の強化等改正育児・介護休業法の内容についての
周知徹底、法の履行確保を図ります。

●両立支援等助成金制度の活用を通じて、事業主を支援します。

　「共働き・共育て」を推進する観点から、子の出生後一定期間内に被保険者と配偶者がともに一定期間以上の
育児休業を取得した場合に給付する「出生後休業支援給付金」、２歳未満の子を養育するために所定労働時間を短
縮して就業した場合に給付する「育児時短就業給付金」が令和７年４月より施行されるため、あらゆる機会を捉
えて周知に取り組みます。

【選択して講ずるべき措置】（❶～❺のうち２つ以上講じること）
　　　❶始業終業時刻等の変更　　　　 ❷ テレワーク等(10日／月)　　　❸ 保育施設の設置運営等
　　　❹ 新たな休暇の付与(10日／年)　❺ 短時間勤務制度

２　仕事と育児・介護の両立支援、次世代育成支援対策の推進、ワーク・ライフ・
　　バランスの促進

育児・介護休業法について
(厚生労働省ウエブサイト）

施行日　令和７年10月１日

〇育児期の柔軟な働き方を実現するための措置（３歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者）

〇男性の育児休業取得状況の公表義務適用拡大　　　　　　　　　　　　　　　　　　  施行日　令和７年４月１日

公表義務の対象となる企業の拡大

出生後休業支援給付金

育児時短就業給付金

従業員数1,000人超の企業 従業員数300人超の企業

改正内容 

出生時両立支援コース 

給付金の種類 主な要件 支給額

育休中等業務代替支援コース 

施行前 施行後

〇両立支援等助成金（一部抜粋）

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備・業務体制整備を行
い、子の出生後８週以内に育休開始の男性労働者が生じた中小企業事業
主を支援 

育児休業や育児短時間勤務期間中の業務体制整備のため、業務を代替す
る周囲の労働者への手当支給や、代替要員の新規雇用（派遣受入含む）
を実施した労働者数300人以下の事業主等を支援

子が生まれた後、両親ともに14
日以上の育児休業を取得した場合

休業開始時賃金日額×休業期間日数（28日
まで）×13％（育児休業給付金等に上乗せ）
※実質、手取り10割相当の給付

時短勤務中に支払われた賃金額×10％
２歳未満の子を養育するため時短
勤務をしている場合
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次世代育成支援対策の推進

ワーク・ライフ・バランスの促進

女性活躍推進法等の履行確保

両立支援のひろば（厚生労働省運営のウェブサイト）

男性の育児休業等の取得率及び一般事業主行動計画の公表に当たっては、自社ホームページ等のほ
か、「両立支援のひろば」で公表することもおすすめします。仕事と育児・介護の両立支援に取り組
む企業の事例検索や自社の両立支援の取り組み状況の診断等を行うことができます。　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　https://ryouritsu.mhlw.go.jp/

　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現
に資する取組み（年次有給休暇の取得、選択的週休３日制
度、勤務間インターバル制度、テレワーク等）を推進する
ため、「働き方・休み方改善ポータルサイト」の周知、働き
方・休み方改善コンサルタントによるコンサルティングや
ワークショップの活用を勧めていきます。

　女性の活躍を推進するため、女性活躍の基礎となる男女雇用機会均
等法の違反の事実が認められる企業に対し是正指導等を行います。
　女性活躍推進法等により常時雇用する労働者数301人以上の事業主
について男女の賃金の差異に係る情報公表が義務づけられていること
から、引き続き適切に情報の公表・更新が行われるよう指導するとと
もに、「女性の活躍推進企業データベース」の利用促進を図ります。
　男女の賃金の差異は、募集・採用、配置・昇進、教育訓練等におけ
る男女差の結果として現れるものであることから、差異の要因分析と
情報公表を契機とした雇用管理改善により一層の女性の活躍推進に向
けた取組を促します。
　女性活躍推進法の改正法案が成立した場合は、円滑な施行に向けて
周知に取り組みます。

●次世代育成支援対策推進法の省令改正部分（一般事業主行動計画の数値目標の設定義務化等）についての周知
を行います。
●「くるみん」「プラチナくるみん」「トライくるみん」等の認定基準の改正を周知し、認定の取得促進に向けた
働きかけを行います。

　一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業が、次世代
育成支援に関する計画に定めた目標を達成した（くるみ
ん）、より高い水準の取組を行った（プラチナくるみん）、不
妊治療と仕事の両立をサポートしている（くるみんプラス）
等の場合に認定。
　マークを企業PRに活用できるほか、公共調達で加点評価
を受けられます。

《熊本労働局管内の認定状況》（令和７年２月末時点）
　プラチナくるみん認定　４社
　くるみん認定　35社（うち、くるみんプラス１社）

３　女性活躍推進に向けた取組促進等
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子育て中の女性等に対する就職支援

女性活躍推進法による認定

　「パワーハラスメント」、「セクシュアルハラスメン
ト」、「妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラス
メント」等の職場のハラスメント防止措置について、是
正指導を行います。
　その他、「就職活動中の学生等に対するハラスメン
ト」、「カスタマーハラスメント」について、ハラスメン
ト防止指針に基づく望ましい取組の周知を図り、事業主
に自主的な取組を促します。
　厚生労働省特設サイト「あかるい職場応援団」では、
ハラスメントの事例、ハラスメント対策研修動画等、職
場のハラスメント防止にお役立ちいただける情報を掲載
しています。
　公式Facebook、Ｘ（旧Twitter）でもお役立ち情報
を発信しています。

　「えるぼし」「プラチナえるぼし」等の認定の取得促
進に向けた働きかけを行います。

　子育て中の女性等を対象としたハローワークの専門窓口（マザーズハローワーク・マザーズコーナー）におい
て、ひとりひとりの求職者のニーズに応じたきめ細かな就職支援を実施するとともに、地域の子育て支援拠点や関
係機関と密接に連携してアウトリーチ型支援を行います。また、仕事と子育ての両立がしやすい求人の確保及びオ
ンラインを活用した就職支援サービスを推進します。

　熊本市内にあるマザーズハローワーク熊本のほか、マ
ザーズコーナーを熊本県内２箇所（八代所・菊池所）に設
置しています。キッズコーナーもあり、お子様連れでも安
心してお仕事の相談が出来ます。

■マザーズハローワーク・マザーズコーナー

 一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業
が、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優
良である（えるぼし）、特に優良である（プラチ
ナえるぼし）等の場合に認定。
　マークを企業PRに活用できるほか、公共調達
で加点評価を受けられます。

《熊本労働局管内の認定状況》（令和７年２月末時点）

　えるぼし認定企業　24社　

４　総合的なハラスメントの防止
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５　フリーランスの就業環境の整備

労働基準監督署に設置された相談窓口

総合労働相談等への対応

　県内７か所の総合労働相談コーナーにおいて、労働問題に関するあらゆる相談に対応します。
　労働基準法違反の申告があった場合には監督指導を実施し、民事上の個別労働紛争について相談者からの申出が
あった場合には、「労働局長による助言・指導」や「紛争調整委員会によるあっせん」によって解決を促します。

　フリーランス・事業者間取引適正化等
法が令和６年11月に施行されたことに伴
い、フリーランスから同法に係る「就業
環境の整備違反」に関する申出があった
場合には、発注者等から必要な報告を求
め、法違反等には是正指導等を行い、法
の履行確保を図ります。
　発注者等との契約等のトラブルについ
ての相談があった場合には、「フリーラン
ス・トラブル110番」等、適切な相談窓
口を紹介します。

　また、管内の監督署に設置した「労働者
性に疑義がある方の労働基準法相談窓口」
に相談があった場合には、労働者性の判断
基準を丁寧に説明するなど適切に対応しま
す。
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30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度
（４月～12月）

30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度
（４月～12月）

15,565

268

343 309

220 222

5950 48

17,256
18,269 18,207

19,295

186

43 4342
24

141

4,448 4,680 4,886 4,888 5,347
3,580

4,908

20,736

13,957

相談件数の推移（件）

助言・指導及びあっせん件数の推移（件）

■総合労働相談件数　■民事上の個別労働紛争相談件数

■助言・指導申出件数　■あっせん申請件数
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長時間労働の抑制

労働条件の確保・改善対策

６　安全で健康に働くことができる環境づくり

荷主や取引関係者向け啓発リーフレット

　時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や長時間にわたる過重な労働
による過労死等に係る労災請求が行われた事業場に対して、監督指導を実施します。

　事業場における基本的な労働条件の枠組み及び管
理体制を確立させ、これを定着させることにより、
労働基準関係法令の遵守の徹底を図るとともに、重
大・悪質な事案に対しては、司法処分も含め厳正に
対処します。

１ 長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止

１ 法定労働条件の履行確保等

　企業倒産に伴い賃金の支払いを受けられないまま
退職した方の救済を図ります。

２ 未払賃金立替払制度の迅速・適正な運用

　外国人労働者、自動車運転者、障害者の労働環境
を適正なものとするため、関係機関との連携のも
と、労働基準関係法令の遵守徹底を図ります。

３ 特定の労働分野における労働条件確保対策
　 の推進

　建設業・自動車運転者については、施主や荷主といっ
た取引関係者や県民の皆さまも含めた業界全体に対する
総合的な対策を実施し、長時間労働の抑制に向けた支援
を行います。
　医師については、熊本県医療勤務環境改善支援セン
ターなどと連携し、医療機関への支援を実施します。

２ 令和６年度適用開始業務等への労働時間短縮
　 に向けた支援

0

50

100

150

200

250

300

350

400

（％）0 5 10 15

104

243

75139
（57.2％）

112

124
（52.5％）

151
（38.3％）

204

138
（40.4％）

50（40.0％）

5.4％

8.5％

8.0％

4.0％

5.9％

5.0％

12.5％

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

■違法な時間外労働あり

■違法な時間外労働なし

監督事業場全体に占める主な違反の割合（令和５年)

賃金や労働時間などの
労働条件を書面で明示
していない

時間外労働を行わせた

就業規則の作成・変更
を届けていない

賃金台帳が適切に調製
されていない

年１回の健康診断を実
施していない

機械や設備などがその
安全基準を満たしていない

割増賃金を支払わなかった

時間外・休日労働時間数が１か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場等への監督件数
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局長による建設現場パトロール 年末くまもと交通・荷役労働災害防止キャンペーン

※件数の少ない事故の型は
　その他に含まれています。

労働災害防止対策の推進

　熊本労働局では「熊本労働局第14次労働災害防止推進計画」（計画期間　2023年度から2027年度までの５年
間）に基づき、作業行動に起因する労働災害防止対策及び建設業や製造業をはじめとした業種別の労働災害防止
対策等、メンタルヘルス等の労働者の健康確保対策を一層推進します。

　行動災害が特に多い業種である小売業や介護施設
における労働災害防止に向け、管内のリーディング
カンパニー等を構成員とするSAFE協議会を運営
し、自主的な安全衛生活動を支援する取組等を推進
します。また、「高年齢労働者の安全と健康確保の
ためのガイドライン」により、安心して安全に働け
る職場環境の実現を推進します。

　目標
　死亡災害：令和９年までに、令和４年と比較して５％以上減少（13人）
　死傷災害：令和９年までに、令和４年と比較して減少に転じる

１ 熊本労働局第14次労働災害防止推進計画の推進

　局長パトロールの実施等により、建設業及び陸上貨物運送事業を中心とした墜落・転落防止対策の徹底、小売
業や介護施設等の第三次産業で特に多い行動災害防止対策の徹底を図ります。

２ 死傷者数の更なる減少を目指した労働災害防止対策の徹底

注１：新型コロナ除く　　注２：令和６年は令和７年１月末日現在の速報値

0.4

0.3

0.2

0.1

0

2,200

2,150

2,100

2,050

2,000

1,950

1,900

1,850

1,800

休業４日以上の労働災害の推移（熊本）

令和６年　事故の型別労働災害発生状況

死傷者数（死亡者数を除く）　　死亡者数　　　60歳以上の割合

28年 29年 30年 元年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

（人）

（16）

1,929 1,937

2,007
1,972 1,988 1,990

2,021 2,031

1,945

（22）

（14）
（15）

（10） （11）
（14） （９）

（６）

26.0％ 27.2％
29.1％ 30.5％

32.5％ 31.6％ 32.4％ 33.2％ 33.9％

転倒
523人
27％

その他
416人
22％

切れ等　116人　６％

行動災害
41％

激突され　123人　６％
堕落等
315人
16％

はさまれ等
175人
９％

動作の反動等
277人
14％

死傷災害

1,945人
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労災保険給付の迅速・公正な処理

　労働安全衛生法令が改正され、化学物質について新
たな規制（自律的管理）が導入され、自律的な管理が
今後の規制の基軸となりました。
　危険性・有害性が把握されているすべて化学物質に
ついて、ラベル表示・安全データシート（SDS）の交
付およびリスクアセスンメントを実施、同結果に基づ
くばく露防止のための措置の実施ほか、事業者の主体
的な取組が進むよう、指導・援助等を行います。
　特に、令和６年度から創設された毎年２月の「化学物
質管理強調月間」においては、広く一般に職場における
危険・有害な化学物質管理の重要性に関する意識の高揚
を図るとともに、化学物質管理活動の定着を図ります。
　熱中症予防対策については、「STOP！熱中症　クー
ルワークキャンペーン」（５月１日～９月30日）におけ
る重点的な取組の推進を図ると伴に、事業者団体等に協
力を求め、暑さ指数を活用した対策の徹底を図ります。

３ 化学物質等による健康障害防止対策の推進

　メンタルヘルス対策については、ストレスチェック
の実施にとどまらず、ストレスチェックの結果をもと
に集団分析を行い、職場環境の改善を実施し、また、
職場のハラスメント防止対策に取り組むよう、指導・
援助等を行います。
　産業保健活動の推進については、治療と仕事の両立
において、支援を必要とする労働者が申し出しやすい
よう、職場環境の整備や両立支援コーディネーターを
活用した円滑な支援を図ります。

４ 労働者の健康確保対策の推進

　労働者が仕事（業務）や通勤が原因で負傷または病気になった場合、ご本人やご遺族が必要な保険給付等を迅
速に受けられるよう、効率的な事務処理に努めます。
　また、近年、増加している精神障害をはじめとして、脳・心臓疾患、石綿関連疾患等に係る労災請求について
も、認定基準等に基づいた迅速処理に努めます。｠

「化学物質管理強調月間」を大型ビジョンにて放映

治療と仕事の両立支援セミナー（令和６年12月９日開催）

※令和６年度の数値は令和６年12月末現在の速報値
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脳・心臓疾患及び精神障害における請求件数及び
支給決定件数（熊本）（件）

石綿関連疾患における請求件数及び支給決定件数
（熊本）（件）
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令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
速報値

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
速報値

■脳・心臓疾患請求件数　■脳・心臓疾患支給決定件数
■精神障害請求件数　　　■精神障害支給決定件数 ■石綿関連疾患請求件数　■石綿関連疾患支給決定件数
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▶ 熊本労働局の組織と業務

▶ 熊本労働局の所在地等一覧

▶ 総合労働相談コーナー

▶ 労働基準監督署・ハローワーク所在地等一覧

▶ 労働局・労働基準監督署・ハローワークの地図

労働局のご案内第2部
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厚

　生

　労

　働

　省

熊

　本

　労

　働

　局

総　務　部 総　務　課 情報公開、総務、会計など

労働保険の適用（成立届、申告など）

監　督　課

健康安全課

賃　金　室

労災補償課

職業安定課

需給調整事業室

電子申請事務センター

職業対策課

助成金センター

訓   練   課

労働保険徴収室

雇用環境・均等室

労働基準部

職業安定部

労働基準監督署
（県下６署）

ハローワーク
（公共職業安定所）

（県下10所）

総合労働相談、男女雇用機会均等対策、仕事と家庭の両
立支援対策、企画、広報、働き方改革の取組など

労働条件の確保・改善対策、長時間労働
削減対策など

事業場への監督・安全衛生関係指導、労災保険の給付、労働保険
の成立、労働保険料の徴収など

職業紹介、求人・求職・職業訓練情報、雇用保険の適用・給付、
助成金手続きなど

労働災害の防止、特定機械の検査、免許
証交付など

労災保険給付、社会復帰促進等事業、労
災診療費審査（医療機関からの問合わせ
受付）など

職業の安定、雇用の促進、雇用保険、統
計など

労働者派遣・職業紹介事業の許可・届出、
指導・監督・派遣労働者相談など

雇用保険電子申請手続

雇用調整助成金、キャリアアップ助成金
等の受理・支給決定など

公的職業訓練、生活困窮者対策、認定職
業訓練奨励金、新規学卒者対策など

高齢者・障害者・外国人の雇用対策など

最低賃金、家内労働など

熊本労働局の組織と業務
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名　称 Tel Fax

総務部

総務課 096-211-1701 096-323-3661

労働保険徴収室 096-211-1702 096-323-3662

雇用環境・均等室

雇用環境・均等室 096-352-3865 096-352-3876

総合労働相談コーナー 096-312-3877

業務改善助成金コーナー 096-312-3556

労働基準部

監督課 096-355-3181 096-353-6621

健康安全課 096-355-3186 096-353-6621

賃金室 096-355-3202 096-353-6621

労災補償課

　労災保険給付、社会復帰促進等事業など 096-355-3183 096-353-6621

　労災診療費審査（医療機関からの問合せ受付） 096-211-1122 096-211-1123

職業安定部

職業安定課 096-211-1703 096-323-3663

需給調整事業室 096-211-1731 096-323-3663

職業対策課 096-211-1704 096-211-1732

訓練課 096-211-1707 096-323-3663

名　称 Tel Fax

雇用保険電子申請事務センター 096-312-1770 096-312-1772

職業対策課助成金センター 096-312-0086 096-312-1552

名　称 Tel

熊本労働局総合労働相談コーナー 096-312-3877

熊本総合労働相談コーナー（熊本労働基準監督署内） 096-206-9829

八代総合労働相談コーナー（八代労働基準監督署内） 0965-32-3151

玉名総合労働相談コーナー（玉名労働基準監督署内） 0968-73-4411

人吉総合労働相談コーナー（人吉労働基準監督署内） 0966-22-5151

天草総合労働相談コーナー（天草労働基準監督署内） 0969-23-2266

菊池総合労働相談コーナー（菊池労働基準監督署内） 0968-28-2665

熊本労働局　〒860-8514　熊本市西区春日2-10-1熊本地方合同庁舎A棟９階

雇用保険電子申請事務センター　〒860-0047　熊本市西区春日3-26-47JR熊本春日南ビル３階
職業対策課助成金センター

熊本労働局の所在地等一覧

総合労働相談コーナー
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署　名 所在地 Tel Fax 管轄区域

熊　本
〒862-8688 
熊本市中央区大江3-1-53 
熊本第２合同庁舎５F

方面　096-362-7100 
安衛　096-206-9820 
労災　096-206-9821

096-362-7177 熊本市（北区植木町を除く）、宇土市、宇城市、上益城
郡、下益城郡

八　代 〒866-0852 
八代市大手町2-3-11 0965-32-3151 0965-32-3153 八代市、水俣市、八代郡、葦北郡

玉　名
〒865-0016 
玉名市岩崎273 
玉名合同庁舎

0968-73-4411 0968-73-4413 玉名市、荒尾市、玉名郡

人　吉 〒868-0014 
人吉市下薩摩瀬町1602-1 0966-22-5151 0966-22-5152 人吉市、球磨郡

天　草 〒863-0050 
天草市丸尾町16-48 0969-23-2266 0969-23-2267 天草市、上天草市、天草郡

菊　池 〒861-1306 
菊池市大琳寺236-4

方面　0968-25-3136 
安衛　0968-28-2668 
労災　0968-28-2669

0968-25-2392 菊池市、山鹿市、合志市、阿蘇市、菊池郡、阿蘇郡、
熊本市のうち北区植木町

所　名 所在地 Tel Fax 管轄区域

熊　本 〒862-0971 
熊本市中央区大江6-1-38 096-371-8609 096-371-0550 熊本市（北区植木町・南区城南町・南区富合町を除く）

上益城 〒861-3206 
上益城郡御船町辺田見395 096-282-0077 096-282-3927 上益城郡、阿蘇郡のうち西原村

八　代 〒866-0853 
八代市清水町1-34 0965-31-8609 0965-35-1571 八代市、八代郡

菊　池 〒861-1331 
菊池市隈府771-1 0968-24-8609 0968-24-5963 菊池市、山鹿市、合志市、菊池郡、熊本市のうち北区

植木町

玉　名 〒865-0064 
玉名市中1334-2 0968-72-8609 0968-72-4150 玉名市、荒尾市、玉名郡

天　草 〒863-0050 
天草市丸尾町16-48 0969-22-8609 0969-24-1051 天草市、上天草市、天草郡

球　磨 〒868-0014 
人吉市下薩摩瀬町1602-1 0966-24-8609 0966-24-8552 人吉市、球磨郡

宇　城 〒869-0502 
宇城市松橋町松橋266 0964-32-8609 0964-32-3313 宇土市、宇城市、下益城郡、熊本市のうち南区城南町、

南区富合町

阿　蘇 〒869-2612 
阿蘇市一の宮町宮地2318-3 0967-22-8609 0967-22-4775 阿蘇市、阿蘇郡（西原村を除く）

水　俣 〒867-0061 
水俣市八幡町3-2-1 0966-62-8609 0966-63-2164 水俣市、葦北郡

相談室名 所在地 Tel

山鹿市地域職業相談室 〒861-0594 
山鹿市山鹿1026-3鹿本地域振興局１F 0968-43-1724

荒尾市地域職業相談室 〒864-0003 
荒尾市宮内出目390荒尾市役所別館 0968-63-1689

宇土市地域職業相談室 〒869-0492 
宇土市浦田町51宇土市役所別館２F 0964-26-1003

上天草市ふるさとハローワーク 〒869-3692 
上天草市大矢野町上1514上天草市役所大矢野庁舎内 0964-57-4510

名　称 所在地 Tel 主な業務内容

く
ま
ジ
ョ
ブ

熊本県地域共同就職
支援センター

〒860-0844
熊本市中央区水道町8-6
朝日生命熊本ビル１F

096-211-1233
求人情報の提供や仕事探しのアドバイス、職業相談、職業紹介な
ど、仕事を探している方への就職支援を熊本県と共同で行っていま
す。

ハローワーク熊本
わかもの支援コーナー 096-211-1233

正社員就職を希望するフリーター等若年求職者への就職支援を専門
的に行っています。また、弁護士による多重債務相談や臨床心理士
によるこころの健康相談も行っています。

ハローワーク熊本
マザーズハローワーク熊本 096-322-8010

子育て中の方や介護を理由に離職した方等、個々の希望やニーズに
応じたきめ細かい就職支援を行っています。子ども連れで来所しや
すい環境（キッズコーナー等）を整備しており、来所が困難な方に
はオンライン相談も行っています。

熊本ヤングハローワーク
（くまもと新卒応援ハローワーク）
（ハローワーク熊本雇用対策部門）

〒862-0950
熊本市中央区水前寺1-4-1
水前寺駅ビル２F

096-385-8240
高校、大学等の学生・生徒を含む、おおむね35歳未満の若年者等を
対象に、求人や企業情報の提供と職業相談・職業紹介を行っていま
す。

熊本公共職業安定所
中央区役所福祉就労支援コーナー

〒860-0808
熊本市中央区手取本町1-1
熊本市中央区役所１F

096-311-5011
熊本市と連携のうえ、生活保護受給者等に対する就労支援を予約制
で行っています。熊本公共職業安定所

東区役所福祉就労支援コーナー
〒862-8555
熊本市東区東本町16-30
熊本市東区役所２F

096-214-1800

労働基準監督署

ハローワーク（公共職業安定所）

ふるさとハローワーク（地域職業相談室）

付属施設

労働基準監督署・ハローワーク所在地等一覧
令和７年４月現在
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玉名労働基準監督署
（玉名合同庁舎）

繁
根
木
川

菊
池
川

←至荒尾

至温泉街↑ ↑至菊水
　インター

●
玉名
市役所

　●
玉名警察署

県玉名●
総合庁舎

至植木→
208

菊池労働基準監督署

ハローワーク菊池菊池プラザ●

●コンビニ

●菊池
　警察署 　菊池

●市役所

菊池文化会館●
菊池わくわく温泉●

マクドナルド●↓至熊本

←至山鹿

至大津↓

325

387

保健所●

武道館●

市役所●
郵便局

●熊本銀行●

ゴルフ
練習場
● ●八幡宮

水俣川

肥薩おれんじ鉄道
至津奈木→水俣駅

３

ハローワーク水俣

↑至八代

↓至錦町

人吉労働基準監督署
ハローワーク球磨

●
カルチャー
パレス

●ゆめマート
●人吉産交

肥後銀行
●

●
青井阿蘇神社

球磨川

●GＳ

ＪＲ肥薩線 人吉駅

219 445

ハローワーク上益城

第一信金●

●商工会館
●GS
●肥後銀行 県

総
合
庁
舎
●

若
宮
神
社
●

中
辺
田
見

御船警察署●
中辺田見

木倉バイパス

御船川

至申佐町↓

 ↑至益城町

至
山
都
町
→

443

445

天草労働基準監督署
ハローワーク天草

●
天草警察署

天草市役所
●

●
バスセンター

●
スーパーセンター

TAIYO

味千●

今釜
バス停

労働庁舎前

←至五和町

324

ハローワーク阿蘇

阿蘇神社●

●一の宮
　郵便局

税務署●
裁判所●

総合庁舎
●

阿蘇中央●
　　高校

←至熊本 至大分→

至別府→

57阿蘇地域振興局前
宮地駅前

宮地駅

八代労働基準監督署 ハローワーク八代

●はま寿司

八代タクシー
　　●

GＳ
●

●珈琲家

市総合体育館●

臨港線

３

八代駅14

366

ハローワーク玉名
●南九州マツダ

肥後銀行●

ニ
ト
リ
玉
名
店
●

至熊本→←至荒尾

←至ループ橋

←至荒尾

玉名駅前

安定所前

JＲ玉名駅

347

●
松橋神社

●九州産交
　バスセンター

旧国道 3 号線

三角バイパス
→
至
砥
用

↑至城南

至八代↓至鏡↓ 八代鏡宇土線

←至不知火

←至松橋駅

←至熊本

181
266

14

新四つ角
ハローワーク宇城

田崎橋電停

二本木口電停

熊本駅前電停

熊本市電

白川橋
白川

新世安橋

産業道路

坪井川
鹿
児
島
本
線

九
州
新
幹
線

●

●

●

JR
熊本駅

雇用保険
電子申請
事務センター
職業対策課
助成金センター

熊本労働局
（熊本地方合同庁舎）

熊本労働基準監督署

NTT●

●

学
園
大
学
●

県
立
劇
場
●

開新高校●

　　　●
熊本高校

　　　　●
県警察学校

電車通り

水
前
寺
駅

ハローワーク熊本

消防署

熊
本
労
働
局

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
上
益
城

菊
池
労
働
基
準
監
督
署

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
菊
池

熊
本
労
働
基
準
監
督
署

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
熊
本

人
吉
労
働
基
準
監
督
署

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
球
磨

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
宇
城

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
阿
蘇

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
玉
名

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
水
俣

玉
名
労
働
基
準
監
督
署

八
代
労
働
基
準
監
督
署

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
八
代

天
草
労
働
基
準
監
督
署

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
天
草

労働局・労働基準監督署・ハローワークの地図
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令和7年度

熊本労働局行政運営方針

第 1部　令和 7年度の主な重点施策
　第１　最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援…………………１
　第２　半導体関連産業及び人手不足分野における人材確保の支援……………………………３
　第３　リ・スキリングによる能力向上支援及び労働移動の円滑化の推進……………………５
　第４　多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組……………………………………８

第２部　労働局のご案内……………………………………………………………………18

労働基準監督署　公共職業安定所

労働基準監督署　公共職業安定所

熊本労働局からのお知らせツール

ハローワークからのお知らせツール

熊本労働局
HP

熊本
LINE

八代
LINE

天草
LINE

球磨
LINE

宇城
LINE

阿蘇
LINE

水俣
LINE

菊池
LINE

玉名
LINE

菊池
Instagram

ヤング
LINE

ヤング
Instagram

マザーズ
LINE

職業安定部
Instagram


